
  

 

第 16表 年金種類別受給権者状況 

1,175,256 1,319,766,204 1,122,961

( 1,093,294 ) （ 1,212,686,409 ) ( 1,109,204 )

1,144,028 234,092,894 204,622

( 1,065,612 ) （ 216,278,219 ) ( 202,962 )

1,242,593 1,879,198,142 1,512,320

( 1,298,054 ) （ 1,934,922,274 ) ( 1,490,633 )

53,114 132,253,352 2,489,990

( 64,142 ) （ 157,989,527 ) ( 2,463,121 )

7,013 12,606,339 1,797,567

( 7,837 ) （ 13,939,333 ) ( 1,778,657 )

1,755 1,198,232 682,753

( 2,293 ) （ 1,608,372 ) ( 701,427 )

16,502 15,496,938 939,095

( 14,270 ) （ 13,293,451 ) ( 931,566 )

9,541 1,649,815 172,918

( 8,803 ) （ 1,511,441 ) ( 171,696 )

39,049 43,156,213 1,105,181

( 40,214 ) （ 43,944,372 ) ( 1,092,763 )

               公務等 777 2,237,265 2,879,363

( 806 ) （ 2,280,497 ) ( 2,829,401 )

               公務外 38,272 40,918,948 1,069,161

( 39,408 ) （ 41,663,875 ) ( 1,057,244 )

3,074 5,203,798 1,692,843

( 3,398 ) （ 5,735,155 ) ( 1,687,803 )

               公務等 138 458,091 3,319,502

( 151 ) （ 499,455 ) ( 3,307,649 )

               公務外 2,936 4,745,707 1,616,385

( 3,247 ) （ 5,235,700 ) ( 1,612,473 )

278,122 367,962,854 1,323,027

( 248,315 ) （ 325,784,318 ) ( 1,311,980 )

278,059 39,601,059 142,420

( 248,450 ) （ 33,933,094 ) ( 136,579 )

（令和５年度末現在）

１ 人 当 た り
平 均 年 金 額

受 給 権 者 数 年 金 額

※ 2旧職域加算遺族給付

遺 族 厚 生 年 金

減 額 退 職 年 金

退 職 年 金

退 職 共 済 年 金

※ 2旧職域加算退職給付

人  千円  円  

障 害 共 済 年 金

※ 2旧職域加算障害給付

障 害 厚 生 年 金

障 害 年 金

老 齢 厚 生 年 金

通 算 退 職 年 金

内訳

内訳

区分

年金の種類
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365,457 534,889,909 1,463,619

( 392,655 ) （ 568,525,991 ) ( 1,447,902 )

               公務等 1,696 2,682,437 1,581,626

( 1,728 ) （ 2,724,389 ) ( 1,576,614 )

               公務外 363,761 532,207,472 1,463,069

( 390,927 ) （ 565,801,602 ) ( 1,447,333 )

30,140 37,356,308 1,239,426

( 33,484 ) （ 40,974,528 ) ( 1,223,705 )

               公務等 990 2,024,243 2,044,690

( 1,061 ) （ 2,129,370 ) ( 2,006,946 )

               公務外 29,150 35,332,065 1,212,078

( 32,423 ) （ 38,845,158 ) ( 1,198,074 )

346 92,096 266,172

( 404 ) （ 112,131 ) ( 277,553 )

※1
厚　　生　　年　　金 1,469,880 1,703,225,995 1,158,752

　合　　　　　　　  計 ( 1,355,879 ) （ 1,551,764,178 ) ( 1,144,471 )

※2
旧 職 域 加 算 給 付 1,431,628 275,343,768 192,329

　合　　　　　　　　計 ( 1,322,865 ) （ 251,722,754 ) ( 190,286 )

※3旧 共 済 制 度 年 金 1,742,541 2,645,954,389 1,518,446

　合　　　　　　　　計 ( 1,842,481 ) （ 2,767,751,684 ) ( 1,502,187 )

※4退　職　年　金

323,346 1,944,819 6,015

( 243,936 ) ( 1,162,684 ) ( 4,766 )

146,073 959,476 6,568

( 111,361 ) ( 572,604 ) ( 5,142 )

125,935 1,816,232 14,422

( 93,149 ) ( 1,072,221 ) ( 11,511 )

公 務 障 害 年 金 83 162,308 1,955,520

( 63 ) ( 112,876 ) ( 1,791,684 )

公 務 遺 族 年 金 269 110,731 411,638

( 184 ) ( 80,523 ) ( 437,627 )

通 算 遺 族 年 金

遺 族 年 金

遺 族 共 済 年 金

        有期退職年金
　　　   （240月）

　　　　終身退職年金

        有期退職年金
　　　   （120月）

内訳

内訳

 

（注）1 (  )の内の数は、令和４年度の実績である。 

   2 金額については表示単位未満を四捨五入しているため、内訳と合計が一致しない場合がある。 

      3 受給権者及び年金額には、全部又は一部支給停止者及びそれらの者に係る年金額を含む。 

 ※1  厚生年金合計は、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の計である。 

 ※2  平成二十四年一元化法附則第 60 条第５項に規定する改正前地共済法による職域加算額に係る給

付である。 

 ※3  旧共済制度年金合計は、平成二十四年一元化法附則第61条に規定する改正前地共済法による給付

の合計である。 

 ※4  平成二十四年一元化法附則第２条において、設けられた給付である。 
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